
 

 

 

 

資 料 の 種 類 

□ 指定道路図の写し（いわてデジタルマップ）（【岩手県 指定道路図】で検索） 

□ 案内図（調査する場所の判る地図） 

□ 公図のコピー（法務局） 

□ 相談する道の幅員             ｍ 

□ 市町役場に市道又は町道であるかを確認した結果 

□ 現況写真（相談の道の幅員が判ること） 

□ 現況図（調査場所の道幅や門塀、境界の杭・鋲・プレートなどが判るもの） 

□ 道路・土地の登記簿など、所有権の判るもの 

□ 道路と土地の間に水路がある場合には、水路の管理者名 

□ 裏面を参考に、ご自身の調査から該当すると思われる道路種別を記入願います。 

 □ 建築基準法第 42 条 1 項   号道路 

 □ 建築基準法第 42 条 2 項道路 

 □ 建築基準法の道路には該当しない 

□ 

 

結果をお知らせするため、氏名、会社名、連絡先電話番号を記入願います。 

氏     名                              

会 社 名                              

連絡先電話番号                              

全てが揃わなくても受け付けは可能ですが、判断する資料が多く、正確であるほど、

回答までの時間が短くかつ明確になります。 

※ 通常は現地確認を伴うため、回答までに２～３週間の時間をいただいています。 

※ 電話による道路種別のお答えは原則行っていません。 

岩手県では、ホームページ「いわてデジタルマップ」内の「指定道路図」により、建

築基準法の道路種別を色分けし、情報提供しています。  

しかし、指定道路図の中には道路判断が済んでいない道路や、過去の情報が適切でな

いことにより、色塗りの種別が実態と合っていない道路も多数存在しています。 

このような「色が塗られていない道路」、「色塗りの種別に疑義がある道路」について

は、次の資料等を持参のうえ「盛岡広域振興局土木部 建築指導課」にご相談ください。 

資料に基づき現地確認を行い、道路種別を判定します。 

◆ お 問 い 合 わ せ 窓 口  
 盛 岡 広 域 振 興 局 土 木 部  建 築 住 宅 室  建 築 指 導 課  

電 話 ： ０ １ ９ － ６ ２ ９ － ６ ６ ５ ０  




